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１．制度改正に係る変更届出書等の提出について

令和 6年 4月サービス提供分からの介護報酬の算定体制について、各新様式
を市ホームページからダウンロードの上、以下のとおり変更届出書を提出いた

だくようお願いいたします。

なお、新様式（別紙 1-1～1-3）及び必要な添付資料については、厚労省から
の通知等をもって、令和 6年 3月下旬に市ホームページを更新予定としていま
す。適宜ご確認していただくようお願いいたします。

１ 提出書類

【地域密着型サービス以外】

・変更届出書（別紙様式第一号（五））

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1～1-3）
・（令和 5年度までの算定体制と変更がある場合のみ）必要な添付書類

【地域密着型サービス】

・変更届出書（別紙様式第二号（四））

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-1～1-3）
・（令和 5年度までの算定体制と変更がある場合のみ）必要な添付書類

２ 提出先及び提出方法

〒７５０－０００６

下関市南部町２１番１９号 下関商工会館４階

下関市福祉部介護保険課事業者係

E-Mail kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

・電子メール及び郵便または持参のいずれかで提出すること。

３ 提出期限

令和６年４月１０日（水）１７時１５分※期限までに必着のこと。

【注意！】

この項目は、全ての施設・事業所が対象です（特定福祉用具販売（介護予

防含む）は除く）。

全施設・事業所の提出が必要ですので、提出漏れのないようご留意くださ

い。また、一部サービスでは提出期限が異なりますので、併せてご留意く

ださい。
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４ 注意事項

① 以下のサービスについては、令和６年５月１５日（水）（必着）までに提

出してください。

・（介護予防）訪問看護

・（介護予防）訪問リハビリテーション

・（介護予防）居宅療養管理指導

・（介護予防）通所リハビリテーション

なお、提出書類は「１ 提出書類」に記載のとおりです。変更年月日は「令

和６年６月１日」ですのでご注意ください。

② 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」はサービス別に作成していま

すので、事業所が実施しているサービスの一覧表を使用してください。

③ 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の欄外に、加算等を算定する

にあたり必要となる添付書類を掲載していますので、新たに加算等を算定

する際は添付書類と併せて提出をお願いいたします。

④ 加算等の算定体制が令和 5年度と変わらない場合には添付書類は不要で
す。ただし、算定要件が変わる場合には添付書類が必要となる場合があり

ますので、改定後の告示・通知等をよく確認して提出してください。

⑤ 加算等の算定体制以外に 4月 1日付で変更事項がある場合には、指定事項
等変更届は 1部で差し支えありません（介護老人保健施設及び介護医療院
において変更の許可を受ける必要がある事項を除く。）。

⑥ 令和６年度より変更届出書の様式が変更となっています。令和６年４月１

日以降は、新しい様式にてご提出をお願いいたします。

⑦ 保険医療機関等であるみなし指定の事業所についても、以下の場合は前ペ

ージの「１ 提出書類」が必要です。

・ すべての（介護予防）通所リハビリテーション事業所

・ 病院、診療所が行う（介護予防）訪問看護事業所のうち、過去に「介護給

付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出している場合

・ 病院、診療所が行う（介護予防）訪問リハビリテーション事業所のうち、

過去に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出している場合
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記入例①

報酬改定とあわせて変更事

由がある場合は、１枚の変

更届で構いません。

※令和 6年度から上記様式に変更されました。

（厚労省の指定様式です）

国税庁法人番号公表サイトにてご確認ください。
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記入例②

新設加算については、「変更

前」欄は、（なし）と記載し

てください。また、細分化

された場合は、右記のよう

に旧加算名を「変更前」欄

に、新加算名を「変更後」

欄にそれぞれ記載してくだ

さい。

※令和 6年度から上記様式に変更されました。

（厚労省の指定様式です）

国税庁法人番号公表サイトにてご確認ください。
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２．制度改正に係る利用者等への説明について

今回の介護報酬改定により、利用料金の変更が生じる場合は、利用者（入所

者）又はその家族へ書面の交付等により、変更となる利用料金の説明を行い、

同意を得る必要があります。

本来、この一連の手続きは、新たな料金が適用される令和 6年 4月以降の各
利用者（入所者）のサービス提供前までに終えておくことが必要です。

しかしながら、当該所定の時期までに書面の交付等が間に合わない場合は、

口頭により説明の上、同意を得ておくこととし、後日、書面の交付等での説明、

同意を得るという順序になっても差し支えありません。この場合、口頭の説明

による同意日については、新しい料金での介護保険サービス利用にかかる同意

があった日として書面等で記録し、各事業所で適切に管理するようお願いいた

します。

※介護報酬の改定にかかる説明について、重要事項説明書の全てのページの交

付等は必要ではありません。変更箇所となる利用料金の記載部分のみ書面の

交付等で説明し、同意を得ることで足りるものとします。

※居宅介護支援事業及び介護予防支援事業は通常利用者負担は発生しませんが、

介護保険料の滞納等により償還払いとなる可能性を鑑み、同様に説明し、同

意を得るようお願いいたします。

※運営規程に利用料金の記載がある場合は、利用料金の変更に伴い運営規程の

変更が生じるため、運営規程の変更の日から１０日以内に市に変更届を提出

して下さい。
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３．指定申請様式等の変更について

指定の申請や変更の届出等（以下「指定申請等」という。）の手続について、

介護保険法施行規則の改正に伴い、令和６年４月１日より厚生労働大臣が定め

る様式により行うものとされました。本市においても、当該様式を用いて指定

申請等を行う取扱いとなる旨お知らせいたします。

１．実施日

令和６年（２０２４年）４月１日以降提出分から

２．変更後の様式

本市ホームページ上からダウンロードのうえ、ご使用ください。

様式は３月下旬を目途にホームページに掲載する予定としておりますので、

適宜ご確認いただきますようお願いいたします。

掲載場所

トップページ＞分類でさがす＞しごと・事業者＞介護保険サービス事業者＞

加算手続き・各種申請様式＞介護保険サービス事業の申請様式等について

３．その他

令和６年４月以降の指定申請等については、新様式にて行っていただくよう

お願いいたします。

また、本市では令和７年２月頃を目安に導入の予定としております、電子申

請・届出システムを利用した指定申請等においても、本様式の使用が前提とな

っておりますことを予め申し添えます。

なお、電子申請・届出システムについては、別項にて掲載いたします。
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４．虐待の防止のための措置の運営規程等への表記方法について

令和３年度介護保険制度改正により、運営規程に記載しなければならない事

項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されました。また、

重要事項説明書には上記の事項を含んだ「運営規程の概要」を記載する必要が

あります。

このうち、責任者の記載方法について、以下のとおり例示しますので、運営

規程及び重要事項説明書の変更並びに運営規程の本市への届出において遺漏が

ないようにお願いいたします。

＜運営規程（記載例）＞

（虐待防止に関する事項）

第○○条 事業所は、利用者の尊厳保持・人格尊重、虐待の未然の防止・早期

発見等のため、次の措置を講ずるものとする。

（１）虐待を防止のための従業者に対する研修を年○回以上実施する。

（２）虐待の防止に係る責任者を選定する。

役職：管理者

（３）虐待の防止のための指針を整備する。

（４）虐待の防止のための対策を検討する委員会を年○回開催する。

２ 事業所は、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は、速やかに市へ

通報する。

※「責任者」とは、虐待防止委員会の責任者を指します。（虐待を防止するため

の措置を適切に実施するために置く必要がある「専任の担当者」と同一の従業

者が務めることが望ましい。）

※運営規程において、「責任者」の氏名等の記載は不要とします。当て職とし、

「管理者」など、役職名を記載する方法でも差し支えありません。
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＜重要事項説明書（記載例）＞

○ 虐待の防止について

事業所は、利用者の尊厳保持・人格尊重、虐待の未然の防止・早期発見等の

ため、次の措置を講じます。

（１）虐待の防止に係る責任者を選定します。

役職：管理者、氏名：○○○○

（２）虐待を防止のための従業者に対する研修を年○回以上実施します。

（３）虐待の防止のための指針を整備します。

（４）虐待の防止のための対策を検討する委員会を年○回開催します。

また事業所は、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は、速やかに市

へ通報します。

※重要事項説明書は、契約時に利用者等に説明を行うためのものであることを

踏まえ、「責任者」の役職のみではなく氏名まで記載することが望ましいです。
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５．電子申請・届出システムの導入時期について

令和５年３月３１日に改正された介護保険法施行規則等により、自治体にお

いて令和７年度中までに電子申請・届出システムの導入が義務づけられました。

本市においては、令和７年（２０２５年）２月に導入の予定です。（導入の時

期等が正式に決まりましたら、改めて電子メール等で周知させていただきます。）

なお、システムの利用には、「ＧビズＩＤ」（デジタル庁が運用する法人・個

人事業主向けの共通認識システム）が必要になりますので、御留意ください。（シ

ステムの利用料はかかりません。）

（厚生労働省ホームページより転載）

＜利用のメリット＞

・事業所番号に紐付く事業所情報が自動入力できるなど、入力負担の軽減が実

現できます。

・申請届出状況（未受付、受付済、差戻しなど）の確認ができます。

・サービスごとに市からの注意事項等を確認できます。

＜手続き可能な内容（当初の予定）＞

・変更届

・廃止、休止届 ほか
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６．制度改正に伴い開始される各種減算について

令和６年度介護保険制度改正に伴い、新たな減算が複数サービスに導入され

ます。本項目について必ず確認し、取扱いに遺漏のないようご留意ください。

① 業務継続計画未実施減算（全サービス新設）

感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスを継続的に提供でき

る体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、業務

継続計画未実施減算として基本報酬を減算することになりました。

② 高齢者虐待防止措置未実施減算（全サービス新設）

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、高齢者虐待防止

措置未実施減算として基本報酬を減算することになりました。

≪業務継続計画未実施減算の算定要件≫

対象：全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は除く。）

所定単位数の 100 分の 3に相当する単位数（施設系・居住系サービス）

所定単位数の 100 分の 1に相当する単位数（その他サービス）

本減算の適用開始日：令和６年４月１日

算定要件：以下の基準に適合していない場合

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※令和 7年 3月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針

の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を

適用しない。

訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和 7年 3月 31

日までの間、本減算を適用しない。
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③ 身体拘束廃止未実施減算（短期入所系及び多機能系サービス新設）

短期入所系及び多機能系サービスについて、利用者または他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務

付けるとともに、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、指針

の整備、研修の定期的な実施）を併せて義務付け、これらの措置が講じられて

いない場合に身体拘束廃止未実施減算として基本報酬を減算することになりま

した。先述の２つの減算とは適用開始日が異なりますのでご注意ください。

≪高齢者虐待防止未実施減算の算定要件≫

対象：全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は除く。）

所定単位数の 100 分の 1に相当する単位数（全サービス共通）

本減算の適用開始日：令和６年４月１日

算定要件：以下の措置を講じていない場合

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※福祉用具貸与については、３年間の経過措置あり。その他のサービスには経

過措置期間がないことに留意すること。

≪身体拘束廃止未実施減算の算定要件≫

対象：短期入所系及び多機能系サービス

所定単位数の 100 分の 1に相当する単位数

本減算の適用開始日：令和７年４月１日（経過措置期間 1年あり）

算定要件：以下の措置を講じていない場合

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開

催し、その結果を従業者に対して周知徹底すること。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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７．協力医療機関との連携体制の構築について

令和６年度制度改正により、施設系サービス及び居住系サービス事業所にお

いては、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連

携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療

機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築す

るため、以下のとおり運営基準の見直しが行われました。

施設系サービスは以下のとおりです。

次に、居住系サービスについては次頁のとおりです。

≪介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人

保健施設、介護医療院≫

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めるこ

とを義務付ける（複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととして

も差し支えないこととする。）【経過措置 3年間】

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行

う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保しているこ

と。

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所

者の入院を原則して受け入れる体制を確保していること。

イ 1年に 1 回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合

等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業

所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し退院可能となった

場合においては、速やか再入所させることができるように努めることとする。
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上記のうち、「ア」の規定については、経過措置期間が 3年間設けられていま
すが、その他の項目に関しては経過措置期間がありません。速やかにご対応い

ただく必要がありますので、各事業所におかれましては十分ご留意の上対応い

ただくようお願いいたします。

≪特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対

応型共同生活介護≫

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関

を定めるように努めることとする。【経過措置 3年間】

① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ 1年に 1 回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた

場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、該

事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めるこ

ととする。
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８．介護職員処遇改善加算等について

令和６年度分、４月から５月の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇

改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算（以下、「旧３加算」という）、

及び６月以降の新加算を算定する場合は、令和６年４月１５日（月）まで

（注）に、介護保険課事業者係へ、必要書類の届出をお願いします（電子メー

ル及び郵送も可能です）。

必要書類等につきましては、市ホームページ等よりお知らせいたしますので

ご確認ください。令和５年度に引き続いて加算を算定する場合であっても、改

めて届出が必要となりますので、ご注意ください。

なお、このたびの制度改正により、旧３加算は１年の経過措置期間を設けた

うえで、下図に示すように一本化され６月１日より新加算へ移行します。

また、キャリアパス要件、職場環境等要件等においても対応すべき要件の見

直しが行われますので、本加算を算定予定の事業所につきましては、随時、厚

生労働省より発出される通知等を確認のうえ、適切に運用されますようお願い

いたします。

注 算定体制に係る指定事項等変更届の提出締切日は、旧加算については４月

１０日、６月以降分（新加算）については５月１５日（居宅系）又は６月

１日（施設系）とする予定です。
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９．その他事業者係からのお知らせ

１．集団指導の実施時期の変更について

毎年実施している下関市介護保険サービス事業者集団指導について、例年 6
～7月に実施しておりましたが、令和 6年度より 3月（令和 6年度は令和 7
年 3月）に実施することといたしました。開催方法については、ここ数年間
の実績やアンケート調査の結果等を踏まえ、事業所にも概ね好評であり、従

業者の負担も少ないことから令和 5年度と同様に令和 6年度以降についても
当面オンライン開催とし、会場に参集しない形での開催を行う方向です。詳

細につきましては、時期がまいりましたら適宜ご案内いたします。

２．介護保険課事業者係の移転について

ア）移転に係る注意点

現在、下関商工会館 4階に位置しております介護保険課事業者係は、令和 6
年度【4 月 22 日（月）を予定】に下関市役所本庁舎内（本庁舎西棟 2階 A3 窓

口）に移転する予定です。

これに伴い、各事業所の運営規程や重要事項説明書等の記載内容が変更と

なることがありますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

ただし、電話番号や FAX 番号、メールアドレス等に変更の予定はありませ

んので、現状のままご使用いただけます。

なお、事業者係の移転に伴い、現在の介護保険課の本庁あての FAX番号
（083-228-6198）につきましては、一定期間経過した後は使用できなくなり
ますので、ご注意ください。その際には、従来の事業者係への送付先である

FAX番号をご利用いただきますよう、お願いいたします。
時期が決まりましたら、メール等にて周知を行いますので、今後介護保険

課に送信される際には十分お気を付けください。

イ）運営規程の記載内容変更について

運営規程に下記内容が記載されている場合は、修正をお願いいたします。

なお、本内容のみ修正の場合は、変更届の提出は必要ございません。

新所在地

〒750-8521

下関市南部町１番１号

下関市役所福祉部介護保険課事業者係
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３．通所介護費等における所要時間の取扱いについて

令和 6年 1月 29日にメールにて通所系サービス事業所へお知らせいたしま
した、厚生労働省の 1月 12日付け事務連絡に基づく、通所介護費等における
所要時間の取扱いについて、本市では、天候等による送迎の遅れにより、サ

ービス提供時間の短縮に繋がった場合、公平性の観点から計画上の単位数で

はなく、実績に基づいた単位数を算定するよう指導を行って参りましたが、

令和 6年 4月以降提供分のサービスについては、今回の事務連絡に沿った算
定を行っていただきますようお願いいたします。

なお、本内容については、市 HP「通所介護費等における所要時間の取扱い
について」をご参照ください。

URL: https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/43/106511.html

４．重要事項の書面掲示規制の見直しについて

現行の運営基準では、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、

原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙

ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代

替できる規定になっておりましたが、今回の制度改正より、「書面掲示」に加

え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、

原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情

報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこととされました。

本規定については、1年間の経過措置が設けられておりますが、各事業所の
皆様におかれましては、可能な限り早い段階でご対応をいただきますようお

願いします。

５．利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置の義務付けについて

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス及び施設系サー

ビスにおいては、介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る

観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じ

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会を設置することが義務付けられました。

本規定については、3年間の経過措置期間が設けられておりますが、各事業
所の皆様におかれましては、可能な限り早い段階でご対応をいただきますよ

うお願いします。

https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/43/106511.html
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６．人員配置基準における両立支援への配慮について

厚生労働省発出『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ

ン』に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、常勤職員の「常

勤」及び「常勤換算方法」の取扱いにおいて、新たに基準緩和要件が設けられ

ました。


